
会 費 規 程 

       施行 平成２５年４月１日  

改正 平成３０年５月２４日 

改正 ２０１９年５月２３日 

改正 ２０２０年５月２１日 

改正 ２０２１年５月１９日 

 

第１条 目的 

本規程は、一般社団法人全国空港ビル事業者協会定款第７条の規定に基づき、各会員の

会費に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２条 正会員の会費 

正会員の納める会費の算出は、次項から第４項に定めるところによるものとする。 

２ 会費の総額は、各年度の収入支出予算の編成において設定するものとする。 

３ 会費の構成は、正会員各社が属する以下の年間旅客数（１）から（１１）までの次のグ

ループ別とする。 

（１）年間旅客数５，０００万人以上 

  （２）  〃  １，０００万人以上５，０００万人未満 

（３）  〃  ５００万人以上１，０００万人未満 

（４）  〃  ２００万人以上５００万人未満 

（５）  〃  １００万人以上２００万人未満 

（６）  〃   ７０万人以上１００万人未満 

（７）  〃   ５０万人以上７０万人未満 

（８）  〃   ４０万人以上５０万人未満 

（９）  〃   ３０万人以上４０万人未満 

（１０） 〃   １０万人以上３０万人未満 

（１１） 〃   １０万人未満 

（１）（１）から（１０）までのグループごとの会費額については、第４項の規程に基づき

算出する。 

（２）（１１）のグループの会費額については、別に理事会で定める定額とする。 

４ 均等割額及び旅客数割額並びに年間旅客数（１）から（１０）のグループ毎の定額の算

出方法は、次によるものとする。 

（１） 均等割額は、会費総額の２０％に相当する額を正会員数で除した額とする。 

（２） 旅客数割額は、会費総額の８０％に相当する額に、正会員別旅客数割配分比率を乗

じた額とする。当該配分比率は、正会員の総取扱旅客数で当該正会員の取扱旅客数を

除して算出する。 

（３） 前号の正会員の取扱旅客数は、国が公表する当該年の「各空港の利用状況」におけ

る「旅客数」とする。 



（４） 第１号から第３号により算出された各社の会費額について、前３項の年間旅客数

（１）から（１０）のそれぞれのグループに属する会社の平均額を当該グループの定

額とする。 

（５） 第２号の配分比率は、小数点以下４位までとし、５位以下は四捨五入とする。 

（６） 第１号の均等割額、第２号の旅客数割額及び第４号のグループ毎の定額については

100位は四捨五入とする。 

５ 前２項の規定により算出される結果に基づき、正会員の納める会費は理事会において

定める。 

 

第３条 特別会員の会費 

特別会員の納める会費は、理事会において別途定める。 

 

第４条 賛助会員の会費 

賛助会員の納める会費は、一律１４０，０００円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事会が賛助会員の納める会費を別途定めたときは、その会

費とする。 

 

第５条 会費の納入 

会費の納入は、毎年度６月末までに全額納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、分納する場合（２分割に限る。）には前年度の末日までに会

長あて文書で通知のうえ、会費の半額を６月末までに、残り半額を１０月末までに納付し

なければならない。 

３ 年度の途中で入会した場合の会費は、入会後の月数（入会した月を含む）に応じた額と

し、原則として入会と同時に納付する。 

 

第６条 会費納入時期の変更 

理事会は、会員からの会費納入時期について変更の申し出があり、やむを得ないと認め 

るときは、当該年度に限り会費納入時期を変更することができる。 

 

第７条 臨時会費 

本会の運営に必要あるときには、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。 

 

第８条 会費の減免 

次の各号に該当する場合は、会費を減免することができる。 

（１）会員が休業中の場合。 

（２）理事会が、会員から会費軽減の申し出があった場合において、債務超過等の特別な事

情によりやむを得ないと認め、当該年度について当該会員の会費を軽減する決議をし

たとき。 

 



第９条 退会に伴う会費の扱い 

定款第８条の規定により退会し、第９条の規定により除名され、又は第１０条の規定に 

より会員資格を喪失した場合には、既納の入会金及び会費は返還しない。 

 

第１０条 登録情報・個人情報 

会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しない

ものとする。 

 

附 則 この規程は、一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 

附 則 この規程は、２０１９年５月２３日から施行し、同年４月１日に遡って適用する。 

附 則 この規程は、２０２０年５月２１日から施行し、同年２月１日に遡って適用する。 

附 則 この規程は、２０２１年５月１９日から施行し、同年４月１日に遡って適用する。 

  ２ 第５条第２項で定める会長あて文書での通知は、２０２１年度に限り当該年度の

５月末日までとする。 

 


